
問
議
会
事
務
局

�
☎
７
７
３
・
６
６
５
０

市
議
会 

１２
月
定
例
会

　
１２
月
４
日
㈪
か
ら
南
魚
沼
市
議

会
の
定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。

会
本
庁
舎
３
階
議
場

日
程
（
予
定
）

１２
月
４
日
㈪

　
市
長
所
信
表
明
・
議
案
審
議

　
ほ
か

１２
月
６
日
㈬
～
８
日
㈮

　
各
常
任
委
員
会

１２
月
１１
日
㈪
～
１３
日
㈬

　
一
般
質
問

１２
月
１５
日
㈮

　
委
員
長
審
査
報
告
・
議
案
審
議

他

日
程
の
詳
細
と
一
般
質
問
の
通

告
内
容
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
一
般
質
問

当
日
に
、
通
告
内
容
を
ま
と
め

た
冊
子
を
受
付
で
配
布
し
ま
す
。

※

正
式
な
日
程
は
、
１１
月
２４
日
㈮

に
決
定
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

請
願
・
陳
情
の
提
出
期
限

　
１１
月
２１
日
㈫　
午
後
５
時
１５
分

（
期
限
以
降
に
提
出
さ
れ
た
請

願
・
陳
情
は
３
月
定
例
会
で
の
審

議
と
な
り
ま
す
）

く
ら
し
・
相
談�

問
法
務
局 

南
魚
沼
支
局

�

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

　

家
庭
内
、
近
隣
間
の
も
め
ご

と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、
毎
日
の
暮

ら
し
の
中
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
や
、
い
じ
め
・
差
別
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

１２
月
１
日
㈮

会

湯
沢
町
公
民
館
〔
湯
沢
町
大
字

湯
沢
２
８
２
２
〕

相
人
権
擁
護
委
員

１２
月
３
日
㈰

会

湯
之
谷
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

〔
魚
沼
市
井
口
新
田
５
４
７

－

１２
〕

相
人
権
擁
護
委
員

１２
月
１０
日
㈰

会

市
民
会
館
２
階

婦
人
会
館

和

室
相
人
権
擁
護
委
員

・
羽
吹

正
〔
押
出
〕

・
青
木

智
子
〔
栄
町
〕

共
通
事
項

時

午
後
１
時
～
４
時
（
受
付
：
午

後
３
時
ま
で
）

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

問
公
益
財
団
法
人 

新
潟
県
生

活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
５
・
３
７
８
・
２
５
４
０

標
準
営
業
約
款
制
度

「
Ｓ
マ
ー
ク
」
を
ご
存
じ

で
す
か

　
標
準
営
業
約
款
制
度
は
、
消
費

者
を
護
る
た
め
に
法
律
で
定
め
ら

れ
た
制
度
で
す
。
厚
生
労
働
大
臣

認
可
の
約
款
に
従
っ
て
営
業
す
る

こ
と
を
登
録
し
た
理
容
店
・
美
容

店
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
・
め
ん
類

飲
食
店
・
一
般
飲
食
店
で
は
、
店

頭
に
Ｓ
マ
ー
ク
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
Ｓ
マ
ー
ク
は
信
頼
で
き
る
お
店

選
び
の
目
安
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

万
一
の
場
合
、
事
故
賠
償
基
準
に

基
づ
い
た
補
償
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

厚生労働大臣
認可

問
・
申
税
務
課 

資
産
税
班

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

住
宅
用
地
な
ど
の
利
用
状
況

変
更
に
伴
う
手
続
き

　
住
宅
用
地
に
は
、
固
定
資
産
税

を
軽
減
す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・

住
宅
用
地
以
外
の
土
地
に
住
宅

を
新
築
し
た

・

家
屋
（
店
舗
や
事
務
所
な
ど
）

の
全
部
ま
た
は
一
部
の
用
途
を

住
宅
に
変
更
し
た

・

土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た

（
住
宅
用
地
の
一
部
を
貸
し
駐

車
場
に
し
た
と
き
な
ど
）

住
宅
用
地
と
は

　
住
宅
と
し
て
使
用
す
る
家
屋
の

敷
地
で
す
。
工
場
・
倉
庫
・
店

舗
・
事
務
所
な
ど
の
敷
地
は
該
当

し
ま
せ
ん
。

住
宅
用
地
の
固
定
資
産
税
軽
減
率

・

２
０
０
㎡
以
下
（
小
規
模
住
宅

用
地
）：
６
分
の
１
に
軽
減

・

２
０
０
㎡
を
超
え
る
部
分
（
一

般
住
宅
用
地
）：
３
分
の
１
に

軽
減

※

い
ず
れ
も
課
税
標
準
額
を
軽
減

す
る
措
置

家
屋
の
取
り
壊
し
、
所
有
者
の
変

更
が
あ
っ
た
ら
届
け
出
を

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
忘

れ
ず
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋

　
相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
で
所

有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
は
「
家
屋

所
有
者
（
権
）
の
変
更
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
な
い
と
、
旧
所
有
者

に
課
税
が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

申
告
書
・
届
提
出
先

　
税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ

ン
タ
ー

問
・
申
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

�

☎
７
７
２
・
２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談 

　
マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ

る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、

不
動
産
、
相
続
、
離
婚
な
ど
の
法

律
問
題
に
、
弁
護
士
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す
。

日
１１
月
１３
日
㈪
、
１６
日
㈭

　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
３０
分
）

〆
１１
月
１０
日
㈮　
正
午

申 

電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
（
受

付
：
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

※

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効

に
使
え
る
よ
う
、
申
し
込
み
時

に
相
談
員
が
概
要
を
伺
い
ま
す
。

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
お
受

け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
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健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

く
ら
し
・
相
談

催
し
・
講
座
・
募
集


